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富
士
山
は
、
世
界
遺
産
で
あ
り
、
景
観
や
山
岳
信
仰
と
い
っ
た
文
化
的
な
意
義
を
有
す
る
だ
け
で
な
く
、
活
火
山
で
あ
り
、

地
震
火
山
学
、
環
境
科
学
、
天
文
学
、
高
所
医
学
等
幅
広
い
学
問
領
域
に
お
い
て
そ
の
活
用
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
一
方
で
、

八
合
目
か
ら
山
頂
の
土
地
は
、
富
士
山
本
宮
浅
間
大
社
の
所
有
と
な
っ
て
お
り
、
旧
富
士
山
測
候
所
は
特
定
非
営
利
活
動
法
人

に
管
理
が
任
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
以
下
に
つ
い
て
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

一 

昭
和
四
十
九
年
の
最
高
裁
判
決
に
よ
り
、
富
士
山
八
合
目
か
ら
山
頂
の
土
地
は
、
富
士
山
本
宮
浅
間
大
社
の
所
有
が
確
定

し
て
い
る
が
、
山
梨
、
静
岡
両
県
の
県
境
が
未
確
定
で
土
地
表
示
が
な
い
た
め
、
現
在
も
登
記
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の

後
、
平
成
二
十
五
年
に
は
、
世
界
遺
産
登
録
が
行
わ
れ
た
が
、
政
府
は
、
富
士
山
八
合
目
か
ら
山
頂
が
私
有
地
で
あ
る
現
状

を
問
題
な
い
と
考
え
て
い
る
の
か
。
国
有
化
を
検
討
す
る
考
え
は
な
い
か
。 

二 

富
士
山
は
活
火
山
で
あ
り
、
内
閣
府
は
、
富
士
山
が
噴
火
し
た
場
合
の
被
害
を
約
二
兆
円
と
想
定
し
て
い
る
。
火
山
監

視
、
防
災
の
観
点
か
ら
も
富
士
山
八
合
目
か
ら
山
頂
が
私
有
地
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
問
題
で
は
な
い
か
。 

三 

富
士
山
特
別
地
域
気
象
観
測
所
（
旧
富
士
山
測
候
所
）
は
、
気
象
衛
星
の
発
達
等
に
よ
り
、
平
成
十
一
年
に
レ
ー
ダ
ー
観

測
を
停
止
し
、
平
成
十
六
年
に
無
人
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
平
成
十
九
年
よ
り
、
富
士
山
高
所
科
学
研
究
会
の
研
究
者



 

２ 

 

ら
で
つ
く
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
「
富
士
山
測
候
所
を
活
用
す
る
会
」
が
気
象
庁
か
ら
庁
舎
を
賃
借
し
て
い
る
。
こ
の

点
、
将
来
、
旧
富
士
山
測
候
所
の
解
体
、
更
地
化
は
あ
り
得
る
の
か
。
一
旦
、
更
地
と
な
れ
ば
、
土
地
は
浅
間
大
社
に
返
却

さ
れ
、
二
度
と
施
設
が
作
れ
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
が
、
ど
う
考
え
る
か
。 

四 

富
士
山
特
別
地
域
気
象
観
測
所
（
旧
富
士
山
測
候
所
）
は
、
日
本
最
高
の
地
球
環
境
監
視
の
現
場
で
あ
り
、
ま
た
、
火
山

活
動
監
視
の
観
点
か
ら
も
、
国
が
予
算
を
つ
け
、
気
象
庁
が
責
任
を
も
っ
て
管
理
す
べ
き
と
考
え
る
が
如
何
。 

五 

富
士
山
特
別
地
域
気
象
観
測
所
（
旧
富
士
山
測
候
所
）
の
利
用
条
件
は
、
研
究
・
教
育
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
研
究
者
の

滞
在
は
夏
季
二
ヵ
月
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
他
方
で
、
庁
舎
の
維
持
、
電
源
の
負
担
や
修
繕
は
も
ち
ろ
ん
、
本
来
行
政
が
行

う
べ
き
登
山
道
の
整
備
や
Ａ
Ｅ
Ｄ
（
自
動
体
外
式
除
細
動
器
）
の
貸
し
出
し
な
ど
一
般
登
山
者
の
遭
難
事
故
の
対
応
も
、
ほ

と
ん
ど
を
特
定
非
営
利
活
動
法
人
「
富
士
山
測
候
所
を
活
用
す
る
会
」
が
行
っ
て
お
り
、
費
用
は
研
究
者
の
研
究
費
や
支
援

者
の
寄
付
金
等
で
賄
わ
れ
て
い
る
。
政
府
は
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
任
せ
き
り
で
は
な
く
、
国
が
主
体
的
に
観
測
点
を

維
持
す
る
た
め
に
、
必
要
な
費
用
負
担
を
行
う
べ
き
で
は
な
い
か
。 

 

右
質
問
す
る
。 


